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令和５年１月１０日小矢部市農業委員会総会議事録 

1 日  時 令和 5 年 1 月 10 日（火） 

15 時 52 分 ～ 16 時 49 分 

 

2 場  所 小矢部市役所 特別会議室（２階） 

 

3 議  事 議案第 31 号 

議案第 32 号 

議案第 33 号 

議案第 34 号 

 

農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第４条の規定による許可申請について 

農地法第５条の規定による許可申請について 

農用地利用集積計画の制定について 

 １件 

 １件 

４件 

 

 

4 協議事項 なし  

 

5 報告事項 １) 農地法第３条の３第１項の規定による届出 

２）業務報告･予定 

３) その他 

 

 

 

 出席委員 17 名     

  1 番 宇 川 傳 治 13 番 宮 西 勝 昇  

  3 番 中 村 重 樹 14 番 加 賀 谷 良 雄  

  4 番 坂 田 信 一 15 番 髙 田 太 衛  

  5 番 日 光 善 治 16 番 𥒎  善 秋  

  6 番 三 輪 和 雄 17 番 木 村 鉄 雄  

  9 番 西 尾 和 三 郎 18 番 沼 田 吉 雄  

  10 番 多 田 博 次 19 番 渋 谷 忠 司  

  11 番 石 丸 正 明 20 番 唐 島 隆 夫  

  12 番 谷 口 修    

       

       

 欠席委員 2 番 田 悟 敏 子 8 番 前 田 真 一 郎  

  7 番 吉 江 秀 一    
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令和 5 年 1 月 10 日農業委員会総会議事録 

発 言 者 発 言 事 項 

会長 時間前ですが、本日出席される方がお揃いですので、新年令和 5 年

の 1 月の総会を始めたいと思います。昨年は非農地や耕作放棄地など

の利用状況調査などで多大なご協力をいただいてありがとうございま

した。年末には大雪でこれは正月どうなることやら思っておりました

が、年明けは心配もなく、ただ、昔から年寄りが、雪が降らないと虫が

騒ぐというようなことをよくいいますので、今年はどうなるのかなあ

と心配はしているところであります。何はともあれ、よい年になりま

すことを願って、ただ今より始めたいと思います。 

 

会長 それでは、ただいまから小矢部市農業委員会１月総会を開催いたしま

す。ただいまの出席委員は、17名で定足数（過半数）に達しております

ので、総会は成立しております。 

欠席委員は、田悟委員さん、吉江委員さん、前田委員さんとなってお

ります。 

本日の議事録署名委員を指名いたします。 ４番の坂田 委員さん、

５番の日光 委員さんにお願いいたします。 

 それでは、本日の付議議案を申し上げます。 

〇議案第31号 

 「農地法第３条の規定による許可申請について」計１件 

〇議案第32号 

 「農地法第４条の規定による許可申請について」計１件 

○議案第33号 

 「農地法第５条の規定による許可申請について」計４件 

○議案第34号 

 「農用地利用集積計画の制定について」 

 以上、4件の付議議案となっています。 

それでは、議案第31号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」事務局より説明していただきます。 

 

事務局 議案第31号「農地法第３条の規定による許可申請について」ご説明し

ます。議案書1ページをご覧下さい。 

受付番号5番は、売買により所有権移転を行おうとするものです。対象

の農地は1筆で面積は354㎡となっております。譲渡人が〇〇さん、譲受

人が〇〇さんです。位置図については、1ページから2ページをご覧くだ
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さい。 

先月、議案第28号「小矢部市の空き家に付随した農地の指定につい

て」で指定された農地となっております。 

農地法第３条第２項各号には許可できない場合が掲げられております

が、今回の申請に関係するように、第１号全部効率利用要件から第７号

地域調和要件までの7つの要件についてそれぞれ説明いたします。 

まず第１号全部効率利用要件について、これは購入予定の農地を含む

所有農地すべてを効率的に利用していない場合は許可できないという要

件です。〇〇さんはナスの栽培を予定しています。 

次に第２号、農地所有適格法人要件です。法人が農地を購入する場合

は農地法にある農地所有適格法人でないと許可できません。今回は個人

の売買のため関係ありません。 

第３号、信託の禁止です。農地を銀行や信託会社などに預けて資産運

用をさせるような権利設定はできません。こちらも今回は関係ありませ

ん。 

第４号、農作業常時従事要件です。申請者やその家族等が必要な農作

業に常時従事していないと許可できません。常時従事するとは農林水産

省の通知では年間150日以上従事することをいいます。今回の申請では本

人からの申出で年間150日従事するとされております。 

第５号、下限面積要件です。農地を購入した後の面積が50a（5反）を

超えないときには許可できません。今回は空き家に付随した農地として

指定された農地で0.1ａ以上あり、問題はありません。 

第６号、転貸の禁止です。農地を借りて耕作する人がその農地を又貸

しすることはできません。今回は所有者から所有権を移動させる申請の

ため関係ありません。 

そして、第７号は地域調和要件です。周辺農地の効率的かつ総合的な

農地利用を阻害してはなりません。今回の申請では面積が小さく、大規

模な農薬散布を行う必要はないことから農薬等による周辺農地への悪影

響はないと考えられます。 

以上、第１号から第７号までの7つの禁止要件について説明しました

が、いずれの要件にも該当しないため、許可条件を満たしているもので

あります。以上です。 

 

会長 それでは、〇〇地区担当の〇〇委員さんより、受付番号5番について、

調査報告をお願いいたします。 
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〇〇委員 

 

それでは報告いたします。中身については事務局から細かくありま

したけども、先月の 12 月 2 日の総会の資料の写真が付いたやつを覚え

ておられますか。空き家バンクを利用した空き家に付随した農地、そ

れの面積制定の今回申請の第 1 号になります。譲受人は〇〇の〇〇さ

ん、譲渡人は〇〇の〇〇さんです。申請地については、〇〇742 番地

で、面積は 354 ㎡です。前回の総会の資料に農地の指定について 345

㎡、前回の時に資料につけてあるとおりです。その土地については、平

成 23 年 4 月に〇〇さんが持たれた土地なんですけども、子供さんに相

続されて〇〇さんが現在の所有となっています。位置図については 1

ページと 2 ページしかありませんけども、前回の資料の写真を見てい

ただくと、宅地の横に付随した農地ということが確認できます。それ

から 3 条規定の許可申請は、1 号から 7 号まで事務局から説明があっ

た通り、事細かく記載されております。買われる〇〇さんについては、

〇〇でも借地で畑をしておられて、耕運機も利用されております。も

ちろん規定に従って 5 年以上継続して耕作する旨の誓約書も出ており

ます。地区の一員として、農道、水路等施設の維持管理にも協力してい

くことも誓約されています。譲受人の〇〇さんと行政書士の〇〇さん

に状況を確認させていただきました。全く問題がないと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

会長 ただいまの件について、ご質問等はございませんか。 

 

〇〇委員 この方は、家も買われますか。 

 

〇〇委員 宅地を買って、隣についている農地も一緒に買えることにこの前の

規定でなったので、農地も買えます。特に農業については問題ないと

いう内容です。 

 

〇〇委員 

 

〇〇さんはこちらにお住まいになられるのですか。 

〇〇委員 そうです。移住者です。 

 

〇〇委員 〇〇さんと〇〇さんというのはどういうつながりがあるのですか。 

 

〇〇委員 

 

全くありません。空き家バンクの紹介で不動産屋を通じて、その土

地がいいとその宅地がいいという判断をされて、もう1年前から現物
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を見られて買いたいという思いがあったのですが、昨年の12月2日に

今の制度になったものですから、ようやく買えるという判断になって

いるということです。 

 

〇〇委員 最近テレビなどで移住の番組が結構ありまして、こういうふうな形

で若い方が山間部などに移住されるケースが多いと、コロナなどの関

係で、移住者が都市部から村部に来ることが非常に多いよということ

を聞くんですが、こういった形で空き家バンクを使ってということな

んですけども、やっぱり我々としてはこういう形で都市部から多くの

方が移住していただけるような体制というものをしっかりと取り組ま

ないといけないと思うのですが、その辺のところ当局はどのように対

応されようとしているか聞かせてください。 

 

事務局 今の話ですが、全くもってそのとおりです。前に少しお話しました

が、移住定住の観点から農地の下限面積を部分的にその都度緩めなが

ら移住を促進していこうという考え方をもっております。前回もご説

明しましたとおり、空き家に付随した農地というものを取得される場

合に限り認めていこうというふうに、それによって、少しでも小矢部

市の問題になっている空き家に移住していただいて人口を少しでも増

やせたらなと考えています。今後積極的にこれについては進めたいと

考えておりまして、下限面積については令和5年4月以降に撤廃という

こともありまして、それも踏まえて積極的に移住定住をすすめるため

にも、空き家の売買の門戸を広げて人口増につなげたいと思っていま

す。 

 

〇〇委員 農業委員会の立場として、農地付きの空き家しか審査していません

が、追跡等はどうなりますか。 

 

事務局 原則、空き家バンクに登録している空き家に付随した農地に限定し

ています。さらに、農業委員会でその売買に対して許可を出したにも

かかわらず、例えば空き家バンクを通さず売買をしたときはその許可

を取り消すことにしています。定住支援課と連携しまして、きちんと

売買されたかどうか確認したうえで手続きを進めたいなと思っていま

す。 

会長 空き家バンクの登録件数はたくさんあるんですか。相対で話を進め

ているという話を聞くのですが、市として空き家バンクから通したら



6 

 

市からのメリットがありますよなどとアドバイスをして進めていけば

いいと思います。 

 

事務局 けっこうあります。空き家バンクを通して売買してもらえるように

進めていきたいと思います。 

 

〇〇委員 非農家の方が農地を取得される場合の面積の上限と下限があるので

しょうか。 

 

事務局 上限下限はありませんが、その方が農地の管理ができるかを判断す

る必要があります。それが農業委員の仕事です。 

 

〇〇委員 所有権登記なので、個人情報の関係があって、そこに住む地域の自

治体の区長の承諾書がとれない、話が全く聞けないことになりなりま

すが、但し、それなりの行政書士さんは農地とか水路とか協力してい

きますという誓約を取っているのでいいのですが、本人には新しいと

ころに行くと地域的には万雑を承知してくださいと言わなければなり

ません。 

 

事務局 用排水路の共同管理とか地域のいろいろな共同作業があり、万雑な

どの経費も掛かるということを伝えて納得した上で来てもらわないと

いけないと思います。 

 

会長 以上で無いようですので、「異議なし」として議案第31号については

「承認」としてよろしいですか。 

 

全委員 異議なし 

 

会長 それでは「異議なし」として、議案第31号については「承認」といた

します。 

続いて、議案第32号「農地法第４条の規定による許可申請について」、

事務局より説明していただきます。 

 

事務局 議案第32号の「農地法第４条の規定による許可申請について」ご説明

いたします。議案書２ページをご覧下さい。 

受付番号5番は、申請者が〇〇さんです。対象の農地は3筆で、合計面
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積が616㎡となっており、共同住宅建設として転用申請を行おうとするも

のです。位置図については、3ページから6ぺージをご覧ください。この

申請は、農地法の運用通知で規定されております、用途区域内のため第

３種農地となりますので『原則許可』という許可基準に合致しておりま

すので、転用することが可能です。以上です。 

 

会長 それでは、〇〇地区担当の〇〇委員さんより、受付番号5番について、

調査報告をお願いいたします。 

 

〇〇委員 ご報告申し上げます。位置図を見ていただきたいんですが、隣に道

を挟んで、〇〇という家があったと思うんですが、そこも〇〇さんの

共同住宅が建っているところでして、〇〇に向かう〇〇小学校から〇

〇交差点に向かって、道の拡幅工事、市道を県道に格上げして拡幅工

事を行っているのですが、それに伴って、〇〇という鉄骨の 3 階建て

の寮があったのですが、そこも壊してそこに〇〇が道路に係るもので

すから、〇〇を〇〇の跡地に建てるという形をとったのですが、面積

が大きすぎるということで、〇〇さんの方に残地を買い取り要請して、

それは先に〇〇さんの宅地として変更になってしまっているのです

が、前から共同住宅の計画があったものですから、買い取った土地と

申請地をあわせてもう一度共同住宅を建てるということで申請があっ

たものです。実際には、申請地の〇〇がある側の方に弁があるのです

が、それは自然排水ということで、用水から流して北の方に向かって

農業排水を流しておったのですが、弁からは排水は無い状態で、雨水

に関しては流してもらっては困るということで、町内会長の方からそ

れは絶対いかんということで、〇〇小学校側の方へ道路に向かって雨

水については流す、生活排水については〇〇側に向かって下水道が流

れている方に排水するということを確認しました。それを条件にして

許可という要請書もでていますので、問題はないかと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

 

会長 ただいまの件について、ご質問等はございませんか。 

 

会長 無いようですので、「異議なし」として議案第32号については「承認」

としてよろしいですか。 

 

全委員 異議なし 
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会長 それでは「異議なし」として、議案第32号については「承認」といた

します。 

続いて、議案第33号「農地法第５条の規定による許可申請について」、

事務局より説明していただきます。 

 

事務局 議案第33号の「農地法第５条の規定による許可申請について」ご説明

します。議案書3ページから4ぺージをご覧下さい。 

受付番号30番は、所有権の移転ということで譲渡人が〇〇さん、譲受

人が〇〇さんです。対象の農地は1筆で面積が57㎡となっており、宅地の

ため転用を行おうとするものです。位置図については、７ページから10

ページをご覧ください。 

この申請は、農地法の運用通知で規定されております、『既存の施設の

拡張』という許可基準に合致しておりますので、転用することが可能で

す。なお、この申請地につきましては、昭和53年ごろから違反転用とな

っており、位置図の10ページに写真がありますが住宅とフェンスの間の

宅地が申請地となっております。以上です。 

 

会長 それでは、〇〇地区担当の〇〇委員さんより、受付番号30番につい

て、調査報告をお願いいたします。 

 

〇〇委員  それでは報告させていただきます。先ほど事務局から言われました

譲渡人は〇〇の〇〇さん、譲受人は〇〇の〇〇さんです。〇〇さんと

〇〇さんの関係は〇〇さんが弟さんでご兄弟で、先ほど事務局も言わ

れましたが、昭和 53 年頃に弟さんの分家住宅を建てたいということで

弟の〇〇さんが建てたものでありまして、その時に測量をしっかり行

っていればこんな問題にはならなかったのですが、今回 40 年経って新

たに家を建てたいということで調査しましたところ違反転用していた

ということで、申請が上がってきました。地元の自治会、並びにこの横

の田んぼは〇〇営農の耕作地ですので、営農組合、土改、並びに〇〇さ

んの始末書も添付されています。新たに建てられる敷地ですが、物干

し場と駐車場にするということで話を聞いております。雨水に関して

は前の市道の側溝に流すということで、田んぼには擁壁を設けて土砂

の流出を防ぐということを聞いております。以上ですので、審議の方

よろしくお願いします。 

 

会長 ただいまの件について、ご質問等はございませんか。 
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会長 受付番号30番について、質問が無いようですので、次に、受付番号31

番について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 受付番号31番は、所有権の移転ということで譲渡人が〇〇さん、譲受

人が〇〇さんです。対象の農地は１筆で面積が105㎡となっており、車両

置場のため転用を行おうとするものです。位置図については、11ページ

から14ページをご覧ください。 

この申請は、農地法の運用通知で規定されております、『既存の施設の

拡張』という許可基準に合致しておりますので、転用することが可能で

す。以上です。 

 

会長 それでは、〇〇地区担当の〇〇委員さんより、受付番号31番につい

て、調査報告をお願いいたします。 

 

〇〇委員 報告します。31番につきましては、譲渡人は〇〇さん、譲受人は〇

〇さんです。この申請地については畑なんですが、100㎡を車両置き

場として、所有権を移転したいということです。今地目が畑になって

いるんですが、昭和62年頃畑をしなければといいながらずっとほった

らかしで利用することがないまま現在に至っています。受人が使いた

いということで、了解を得たということであります。期間は今年の2

月からで、車を6台置くスペースで、現在はコンクリートで仕切られ

ています。排水は側溝に流れます。造成地はアスファルトで舗装し

て、側溝に流れるように勾配をつけます。土地改良区、自治会長の許

可をとってあります。以上です。 

 

会長 ただいまの件について、ご質問等はございませんか。 

 

会長 受付番号31番について、質問が無いようですので、次に、受付番号32

番について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 受付番号32番は、使用貸借権の設定ということで貸人が〇〇さん、借

人が〇〇さんです。対象の農地は3筆で合計面積が195㎡となっており、

住宅建設のため転用を行おうとするものです。位置図については、15ペ

ージから18ページをご覧ください。 

この申請は、農地法の運用通知で規定されております、用途区域内の

ため第３種農地となりますので『原則許可』という許可基準に合致して



10 

 

おりますので、転用することが可能です。以上です。 

 

会長 それでは、〇〇地区担当の〇〇委員さんより、受付番号32番につい

て、調査報告をお願いいたします。 

 

〇〇委員 報告いたします。〇〇さんと〇〇さんの関係はと言いますと、〇〇

さんの娘さんのお婿さんが〇〇さんという方がいらっしゃいまして、

その方のお子さんがまた娘でして、その娘婿さんが〇〇さんです。〇

〇さんの孫の婿になるわけですが、今度こちらに住宅を建てて、川を

挟んで向かい側ということですが、幅1メートルぐらいの用水があり

ますが、その反対側に造成して住宅を建てるということであります。

実際には申請地の搬入路のところに地蔵さんの祠が建っておりまし

て、これも町内会の了解の上で、去年の8月に中に移転して、今度造

成するときに取り壊すということになっております。雨水について

は、隣の〇〇さんの田んぼになるわけですが、そこには壁を設けて、

雨水を防ぐということです。437のところに〇〇さんの自宅が建って

いるわけですが、そこの用水に雨水としては流す、生活排水について

は道路に下水道が通っているのでそこに流すということです。農業用

水、生活排水等に問題はないかと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

会長 ただいまの件について、ご質問等ございませんか。 

 

会長 受付番号32番について、質問が無いようですので、次に、受付番号33

番について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 受付番号33番は、所有権の移転ということで譲渡人が〇〇さん、譲受

人が〇〇さんです。対象の農地は７筆で合計面積が2,046㎡となってお

り、宅地分譲のため転用を行おうとするものです。位置図については、

19ページから22ページをご覧ください。 

この申請は、農地法の運用通知で規定されております、用途区域内の

ため第３種農地となりますので『原則許可』という許可基準に合致して

おりますので、転用することが可能です。以上です。 

 

会長 それでは、〇〇地区担当の〇〇委員さんより、受付番号33番につい

て、調査報告をお願いいたします。 
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〇〇委員 ご報告申し上げます。位置図の19ページを見ていただきましたらわか

ると思うんですが、赤で囲ったところの7筆で宅地造成を6区画するとい

う話で話を伺ってきました。〇〇さんのお宅では、今まで農業を頑張っ

てやってきたが大変になってきたということで、この機会にという希望

でした。私は〇〇というの初めて聞いて、地図を調べて行ってきました

ら、〇〇にある〇〇でありました。そこへ行って確かめましたところ、6

区画にして宅地造成にしたいということでした。この辺の地域は宅地造

成を目的とした地域でありますし、雨水、排水に関しても準備されての

場所でもありますし、問題はないかと思いますが、隣接の農地とトラブ

ルのないようにそれだけは最大限注意していただきたいということを申

し上げて、それに関しては十分注意をはらって工事をしたり、新しい住

宅地の方ともトラブルのないように頑張っていきたいとの返事をいただ

きました。審議のほどよろしくお願いします。 

 

会長 ただいまの件について、ご質問等ございませんか。 

 

会長 無いようですので、「異議なし」として議案第33号については「承認」

としてよろしいですか。 

 

全委員 異議なし 

 

会長 それでは「異議なし」として、議案第33号については「承認」といた

します。 

続いて、議案第34号「農用地利用集積計画の制定について」事務

局より説明をお願いします。 

 

事務局 議案第34号の「農用地利用集積計画について」ご説明いたします。 

 5ページをご覧ください。小矢部市長より農地利用集積計画の制定

について諮問がありました。 

 内訳につきましては、6ページの利用権設定集計にありますように、 

「10年以上」利用権設定が18件で、合計面積が203,232㎡であり、すべ

て新規となっております。「6年以上10年未満」利用権設定が1件で、面積

が1,205㎡で、更新となっております。「3年以上6年未満」利用権設定が

43件で、合計面積が332,999.72㎡であり、すべて更新となっておりま

す。「1年以上3年未満」の利用権設定はありません。 

 申請の内容は7ページから22ぺージに記載のとおりです。 
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これについては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしていると考えております。以上です。 

 

会長 それでは、ただいまの件についてですが、ご質問等ございませんか。 

 

会長 無いようですので、「異議なし」として議案第34号については「承認」

としてよろしいですか。 

 

全委員 異議なし 

 

会長 それでは「異議なし」として、議案第34号については「承認」といた

します。 

 

会長 これで、付議議案はすべて終了いたしました。 

協議事項は、今回ありません。 

 次に、報告事項について事務局より説明していただきます。 

 

事務局 報告事項説明 

 1)農地法第３条の３第１項の規定による届出  

 2)業務報告・予定               

 3)その他連絡事項 

 

会長 それでは、ただいまの件についてでありますが、ご質問等ございま

せんか。 

 

〇〇委員 農業委員会の今の任期はいつまでですか。 

 

事務局  ７月１９日までです。 

 

〇〇委員 座談会で非農地の扱いについてどうしたらよいかを言われるがどう

しらたよいでしょうか。 

 

事務局 基本的には法律で全ての農地を１年で回らないといけないことにな

っております。住民の方に説明しやすい資料を用意して皆さんにお配

りしたいと思います。 

 



13 

 

〇〇委員 農地利用集積計画案の60番が〇〇市の物件だと思いますが、小矢部

市で検討しないといけないのですか。 

 

事務局 これは、所有者は〇〇市ですが、農地は小矢部市の土地です。 

 

〇〇委員 12月23日、雪で中止になりましたが、営農に預ける金額など県から

出されていますか。 

 

事務局 県からはまだ来ていません。１月中には市に資料が来ると思います

ので、2月の総会でお諮りできると思います。 

 

会長 以上で無いようでしたら、本日の案件については全て終了いたしま

した。これにて総会を閉会したいと思います。 

閉会の挨拶を日光職務代理よりお願いします。 

 

職務代理 本日は新年早々の忙しい中、総会に参加していただきありがとうご

ざいました。皆様には新しい年を迎えられて心よりお慶び申し上げま

す。昨年はコロナ禍の影響もありまして、大変厳しい中、皆さんのお

かげで当委員会も無事終えることができました。本年もよろしくお願

い申しあげます。以上で1月の総会を終了いたします。皆さんご苦労

様でした。 

 

 －1月総会終了― 
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 上記の通り、総会の議事録を確認する。 

 なお、会長は議事録署名委員と共に署名をする。 
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